
局所排気装置の自主検査ポイント

局所排気装置については、労働安全衛生法57号（同法第45条に基づく政令・省令）
により定期自主検査が義務付けられており、具体的な点検項目・方法は厚生労働省

の『局所排気装置の定期自主検査指針』等で示されています

参考:労働安全衛生法 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5578&dataType=1&pageNo=1

いつから義務化されたの？

昭和47年6月8日に公布されました

局所排気装置の検査方法が具体的に示されたのはいつ？

昭和58年2月23日に公示され廃止後、
現在は平成20年3月27日公示に改められました

最近なぜ局所排気装置の検査を行う企業が多くなったの？

局所排気装置の検査に関して安衛法や自主点検指針に
変更はないですが2024年4月の化学物質管理の法改正に
伴い工学的措置の中で局所排気装置の設置が選択肢に
盛り込まれた事により、新設以外にも既存施設の点検強化を

行う企業が大幅に増加しました



標準価格 148,000円

風速計 JIS-T8202準拠

アネモマスタープロフェッショナルModel 6036

フレキシブル設計


